
令和５年度 （第１回） 松山市景観審議会

議事資料

松山城の眺望を含む都市景観について

（１） これまでの経緯 （Ｐ１～１3）

（２） 今後の取組 （Ｐ１4～１8）

（３） 第14回まつやま景観賞について （Ｐ19～２0）

令和６年２月２日（金）

松山市 都市整備部（開発・建築担当）

都市デザイン課
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（１）
これまでの経緯
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・市内中心地区・三津浜地区を景観計画
区域に指定
・榎町通り・道後温泉本館周辺・二番町
通り・ロープウェイ街・松山駅周辺・
大手町通りを重点地区へ指定
・眺望保全区域を指定

Ｈ１２

Ｈ１６～17

松山市都市景観条例の制定

松山市景観計画の策定（追加）

松山市景観検討協議会
（景観形成に関する調査・検討）景観法

・大規模な建築等行為の届出制度の導入
・都市景観賞の創設等の景観啓発活動

松山市屋外広告物条例の制定 ・中核市移行に伴う条例制定

・高層ビル建設を契機に、学識経験者等
からなる協議会で、景観について検討
⇒市民主体で景観形成・保全に
取り組むべきとの答申

・松山城の眺望に関するワークショップや
意見交換会など、市民とともに景観計画
を検討

・市役所前榎町通り・
道後温泉本館周辺地区の景観ルール策定

・松山市都市景観条例を
景観法の委任条例として改正

松山市都市景観形成基本計画の策定

ワークショップ・意見交換会等による検討
（のべ１８回）

松山城の眺望を含む都市景観に関する調査
・松山城の眺望を含む都市景観について
まちづくり方針の検討を開始

Ｈ9

Ｈ8

Ｈ１9～21

Ｈ22

Ｈ27～

R１～

松山市景観計画の策定
・

松山市景観条例の制定
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松山市の景観に関する流れ



・ 景観法とは、平成16年に制定された「景観に関する総合的な法律」

・ 景観計画とは、景観法に基づき策定する「良好な景観の形成に関する計画」
（区域や基準などを規定、一定規模以上の建築行為等は事前に届出が必要）

・ 松山市景観条例 第3条及び第4条
市民・事業者・市が協力して、良好な景観を形成することを規定

市民

協働の

景観まちづくり

事業者 市

○自らが景観形成の主体であることを認識し、

景観形成に積極的に寄与するよう努める。

○良好な景観形成に関する理解を深め、

行政が実施する景観施策に協力する。

○良好な景観形成に関する施策を

総合的かつ計画的に策定し実施する。

○公共施設の整備を行うにあたっては、

景観形成に先導的役割を果たす。

○事業実施の際は、専門的知識や経験を活用し

景観形成に積極的に寄与するよう努める。

○自ら良好な景観形成に努めるとともに、

行政が実施する景観施策に協力する。

景観法と景観計画
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道後温泉本館周辺

景観形成重点地区

中心地区
景観計画区域

ロープウェー街
景観形成重点地区

松山駅周辺
景観形成重点地区

大手町通り
景観形成重点地区

二番町通り
景観形成重点地区

市役所前榎町通り
景観形成重点地区

眺望保全区域
（視点場：永木橋）

平成22年3月策定

平成22年3月策定 平成27年3月策定

平成27年3月策定

平成27年3月策定

平成29年4月策定

平成30年4月策定

平成30年4月策定

松山市景観計画の策定 （松山城への眺望保全が目的の地区・区域が２つ）
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三津浜地区
景観計画区域

令和3年4月策定



松山市景観審議会

○松山城への眺望景観に比べて、松山城からの眺望景観は取組
が遅れている。お城そのものに並ぶ魅力があり、松山らしい景観
として保全すべき重要度が高い。

○高層建築物等の色彩やデザイン、高さの制限を求める意見が多
い一方で、地域の経済性を懸念する意見もあることから、景観と
経済の調和を考慮した整備方針とする。

○松山の都市の魅力を高めていくため、市街地の遠景シルエットの
形成を検討しながら、松山城からの眺望景観の保全に向けた方
策を検討していくことが望ましい。

➠ 『松山城からの眺望景観の保全』

○松山城及び城山緑地の眺望景観の保全を推進するとともに、
市民と行政の協働による松山らしい景観を形成していく。

➠ 『松山城の眺望景観を尊重する意識の醸成』
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方法

目的

目標

手段

松山城の眺望を含む良好な都市景観の保全・形成

松山城を眺めることのできる街
（松山城への眺望保全）

松山城から眺めることのできる街
（松山城からの眺望保全）

（継続）松山城の眺望景観を尊重する意識醸成

パブリックコメントの実施

景観審議会の開催 など

松山市景観計画の策定

松山市景観計画序章に追加

考え方の提示

松山城から半径約2km内は建築物
等の高さが標高127mを超えない

眺望マップの作成（更新）

松山市景観計画序章に
考え方を追記
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松山城を含む眺望景観の保全の取組（考え方の提示）



松山市景観審議会 （令和3年5月開催）

○松山城からの眺望景観の保全に向けた方策

・松山城周辺の状況や議論のたたき台となる考え方について
情報を発信し、議論をスタートさせる。

○松山城の眺望景観を尊重する意識醸成

・松山城からの眺望という新たな考え方も加えて、丁寧な説明と
幅広い議論 を行いながら、松山城を含む都市景観の保全・形成
に取り組んでいく。
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8

松山城からの眺望景観の保全 イメージ図

標高 0m

松山駅周辺
標高約16m

市役所周辺
標高約23m

県民文化会館周辺
標高約36m

松山城を中心とした
半径約2kmの円

石鎚山
皿ヶ嶺連峰

視点場：天守閣
（標高約155m）

松山城築城の最低地盤面 標高約127ｍ
（艮門東続櫓の石垣の下）



●多くの方々が同じイメージを共有、議論していくためのきっかけ。
松山城周辺では、松山城を見下ろすような建物が建つ、松山城の周りを高
い建物が取り囲む可能性があることについて、皆さんに知っていただき、松
山城からの眺望保全について、議論を開始させるもの。

●標高127mの高層建築物等が建ち並ぶ街にしたいわけではない。
標高127ｍなどの考え方は、議論を開始するためのたたき台として提示し
たもので、規制ではない。規制すべきかどうかも含めて具体的なルールの策
定には、市民の皆さんとの合意形成が不可欠であり、まだまだ議論していく
ことが必要がある。

これまでの眺望保全では、松山城への眺望がメインだったが、松山城から
の眺望という新たな考え方も加えて、段階を踏みながら本市のシンボルであ
る松山城を含む都市景観の保全・形成に取り組んでいく。

松山城からの眺望保全（目指したい姿）を考えるにあたって
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方法

目的

目標

手段

松山城の眺望を含む良好な都市景観の保全・形成

松山城を眺めることのできる街
（松山城への眺望保全）

松山城から眺めることのできる街
（松山城からの眺望保全）

（継続）松山城の眺望景観を尊重する意識醸成

パブリックコメントの実施

景観審議会の開催 など

松山市景観計画の策定

松山市景観計画序章に追加

考え方の提示

松山城から半径約2km内は建築物
等の高さが標高127mを超えない

眺望マップの作成（更新）

松山市景観計画序章に
考え方を追記
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松山城を含む眺望景観の保全の取組（考え方の提示）
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松山城の眺望景観を尊重する意識醸成 （取組を強化・推進）

「松山城眺望マップの更新」
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松山城の眺望景観を尊重する意識醸成 （取組を強化・推進）
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松山城の眺望景観を尊重する意識醸成 （取組を強化・推進）



（２）
今後の取組
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方法

目的

目標

手段

松山城の眺望を含む良好な都市景観の保全・形成

松山城を眺めることのできる街
（松山城への眺望保全）

松山城から眺めることのできる街
（松山城からの眺望保全）

（継続）松山城の眺望景観を尊重する意識醸成

パブリックコメントの実施

景観審議会の開催 など

松山市景観計画の策定

松山市景観計画序章に追加

考え方の提示

松山城から半径約2km内は建築物
等の高さが標高127mを超えない 眺望マップの作成（更新）

松山市景観計画序章に
考え方を追記
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松山城を含む眺望景観の保全の取組（考え方の提示）

審議テーマ



松山城からの眺望景観の保全

「景観計画（序章）の掲載について」
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松山城からの眺望景観の保全

「景観計画（序章）の掲載について」
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松山城からの眺望景観の保全 イメージ図

視点場：天守閣
（標高約155m）

松山城を中心とした
半径約2kmの円



（３）
第14回まつやま景観賞
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今後のスケジュール（予定）

R5年11月末

R6年２月

6月

10月

8月

11月

12月～

募集チラシの配布

一次審査書類の送付（書面）

二次審査（景観賞審査部会）の開催

令和５年度（第１回）松山市景観審議会の開催

表彰式の開催

募集（R5.12.1～R6.5.31）

受賞者への意向確認、受賞者記念品等の発注

R6年5月 関係法令等審査、
所有者等意向確認など
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広報活動
（HP、広報誌など）

部会委員就任依頼



終わり
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